
    協会・組合の事業統合の概要  
 
                       平 成20年1月31日 浜 松 町 東 京 會 舘  プレス発表 

 
   社団法人日本ダイカスト協会、日本ダイカスト工業協同組合、中部ダイカスト 
  工業協同組合、関西ダイカスト工業協同組合、兵庫県ダイカスト工業協同組合は 

 事業統合について合意しました。概要を下記のとおり報告致します。 

１．事業統合までの経緯 

    部会長 高橋 新／㈱アーレスティ・取締役社長 

 

    委員長 松澤 元紀／㈱フルチュウ・取締役社長 

ジェクト） 
    委員長 松澤 元紀／㈱フルチュウ・取締役社長 

ぎ、４組合が協会賛助会員に加入し組合単独 

    （２０年３月末までの２年間は、協会正会員扱いとする。） 

催＋小委員会１回） 

    部会長 高橋 新／㈱アーレスティ・取締役社長 

    協会と組合の合同に関する最終案作成会議 

９年１１月（４回開催） 

    委員長 森川 和男／㈱秋葉ダイカスト工業所・取締役相談役 

 
 
 
 
 
   ○平成１５年７月～１６年２月（５回開催） 
     企画運営委員会・業界団体合同検討部会 
 
 
   ○平成１６年８月（１回開催）
     業界団体合同検討委員会 
 
 
   ○平成１６年９月～１７年１２月（５回開催） 
     業界団体合同検討委員会（協会と４組合の合同プロ
 
 
   ○平成１８年４月１日 
     全国ダイカスト工業協同組合連合会の解散（平成１８年３月３１日）によ 
     り連合会の業務を協会が引継
     会員の特例期間を設けた。 
 
 
   ○平成１８年７月～１９年１２月（６回開
     企画運営委員会・協会規程改正部会 
 
 
   ○平成１９年８月（１回開催） 
 
 
   ○平成１９年５月～１
     中小企業委員会 
 
 



 
 ２．事業統合の目的 
 
   日本のダイカスト産業のために必要とされる事業を効率よく行い、ダイカスト 
  産業の健全な発展を促進する。 
   協会と組合は、現在重複して行っている事業を集約・統合することによる効率 

 の追求と事業活動の更なる活性化を推進し、更にダイカスト産業の躍進に貢献す 
 る。 

会・４組合とも現組織は存続し、事業を統合する。従って従来の組合事業は 
 組合独自の事業を除き、原則として協会事業として「支部中小企業部会」で行う。 
   

４．事業統合による協会正会員、会費収入、生産量（予想） 

 
     

 
 
 
 
 ３．事業統合の形態 
 
   協
 
 
 
 
 
 
 
 

   現   在  事業統合後  増   加 

 正会員数 
 
  １１３社   ２１３社   ＋１００社 

）     （注１）  （１５．２％）  （２８．６％）  （＋１３．４％

 正会員会費収入    ５７百万円    ６６百万円   ＋９百万円 

 生産量   ５８０千ｔ   ６９２千ｔ  ＋１１２千ｔ 
５％）     （注２）  （５４．３％）  （６４．８％）  （＋１０．

 
    注１：国内事業所数・７４５事業所（平 成17年 工 業 統 計）に対する割合 

   注２：国内生産量・１，０６８千ｔ（平 成18年 度 経 済 産 業 省 統 計）に対する割合 

  平成２０年４月１日 

  従来からある協会の３支部（関東、中部、関西支部）に「支部中小企業部会」 

 ①従来の組合事業は、組合独自の事業を除き、原則として協会事業として「支部 

 ②関東・中部・関西支部の下に支部中小企業部会を置く。ただし、関西支部には 

 ③関東中小企業部会の下には、地区部会（従来の日本組合で設置されていた）を 

  ④「支部中小企業部会」の必要経費は、支部長に提出し、支部予算に組み入れる。 
 

 
 
 
 ５．事業統合の時期 
 
 
 
 
 ６．支部中小企業部会 
 
 
  を新設し、従来の組合事業を中心に活動する。 
 
 
   中小企業部会」で行う。 
 
 
   関西中小企業部会、兵庫県中小企業部会を置く。 
 
 
   置く。 
 



 
 ７．正会員の会費（平成２０、２１年度の２年間） 
 
  ①既協会会員（組合と重複会員を含む）の会費 
   会費区分１～３の月額１５千円を改正会費区分④の月額１３千円に減額する以 
   外は、従来どおりの会費とした。 
 
  ②組合単独会員の新規入会の会費 
   現在の各組合の賦課金を尊重しそれに近い金額とし、新区分①～③を新設した。 
 
  ③協会も組合も入会していない者の新規入会の会費 
   従来の年間販売額による会費区分とした。 
 
   ＊ただし、これらの会費規程は、平成２２年３月３１日までとし、それまでに 
    新会費規程を策定する。 
 
 
 ８．期間限定・協会「正会員」入会キャンペーン実施 
   協会未加入者（組合単独会員、協会・組合とも未加入者）に対して、入会金及 
  び紹介者免除の「正会員」入会キャンペーンを実施する。 
 
  ＊締切：平成２０年６月月３０日  
 
 ９．賛助会員 
 
  ①協会の賛助会員 
   ・会費は、従来通りとする。 
   ・支部規程の改正（支部の会員に賛助会員を追加）により、賛助会員が各支部 
    に参加可能となるため、賛助会員の各支部への参加希望を確認する。 
 
   （組合加入の賛助会員の取扱いは、２年間様子を見ることとした。） 
 
  ②組合自身の協会賛助会員加入 
 
   ・組合自身が賛助会員として協会に加入することは任意。 
   ・会費ランクＣ（6600円／月額） 
 
 
１０．事業統合に関する覚書 
 
   事業統合に伴い下記の覚書を締結する。 
 
  ①協会会長・４組合理事長連名による覚書 
 
  ②協会会長・日本組合理事長による覚書 
 
  ③協会会長・中部組合理事長による覚書 
 
 
１１．今後のスケジュール 
 
   H20. 1.18   協会理事会にて「事業統合に関する覚書」の承認 
     1月 末 ま で  各組合理事会にて、覚書の承認 
     1.31  記者会見を開催（事業統合と入会キャンペーンを公表） 
         （会長、４組合理事長、専務理事） 
     1.31  覚書の調印 
     2月 上 旬  「入会キャンペーン」発送 
     〃   支部中小企業部会・部会長の選任 
     〃   部会長は中小企業部会の予算を支部長へ提出 
     2.20  ３支部より支部予算提出 
     2.27  企画運営委員会で支部予算審議 
     3.19  協会理事会で支部予算承認 
     4. 1  事業統合開始 
 



 
１２．平成２２年３月３１日までの検討事項 
 
   ①新会費規定 
 
   ②支部への予算の公平かつ妥当な配分方法 


